
放置自転車等返還手数料の改定について 

 

１．返還手数料見直しの背景と目的 

① 放置自転車対策事業費の圧縮 
・放置自転車対策の強化及び有料自転車駐車場の整 

備等により、放置自転車の撤去台数は年々減少し

ている。 
・放置自転車対策事業における歳出削減に取り組ん

でいるものの、撤去自転車 1 台当たりの費用は上

昇し、事業費における行政負担の割合も今後増加

が見込まれる。 
・平成 13 年の条例制定以来返還手数料が据え置き

のままであり、他都市よりも安価であることか

ら、返還手数料の増額により全体の事業費を圧縮する必要が生じている。 
 
② 自転車等の放置抑制の強化 

・令和 3 年度の本市における放置台数はピーク時

（H15）の約 6％であり、全国水準と同程度である。 
・「自転車のまちさいたま」を掲げる本市としては、

全国水準を上回ることが望ましく、返還手数料の

増額改定による放置の抑制を図ることが必要で

ある。 
 

 

２．返還手数料の現状 

本市の返還手数料は指定都市、本市周辺市と比較して 
も安価である。自転車の手数料は最も安く、原動機付 
自転車の手数料は２番目に安い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３．自転車等駐車対策協議会への諮問及び答申 

①協議会の位置付け 

・「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律（以下、自転車法）」第８条に 
規定する自転車等駐車対策協議会 

・「さいたま市自転車等放置防止条例」に規定する付属機関（第 14 条第 1項） 
・委員は学識経験者、自転車関連団体、鉄道事業者、自治会連合会、商工会、警察関係者の計 14 名により構成。 
 
②これまでの協議会開催経緯 

・令和３年１１月 自転車施策の取組状況と今後の課題の説明 
・令和４年 ３月 放置自転車対策事業の歳出削減に向けた取組内容の説明 
・令和４年 ８月 返還手数料改定案の諮問 
・令和４年１１月 諮問に対する答申内容の整理 

⇒令和４年１２月 返還手数料改定案の答申 
 
 
４．さいたま市自転車等放置防止条例の改正内容 

返還手数料として定められている第 13条別表を下表のとおり改正する。 

        【現行】                          【改正後】 

 
 

 

 

 

５．日程 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区分 費用 

自転車 1 台につき 1,000 円 

原動機付自転車 1 台につき 2,000 円  

区分 費用 

自転車 1 台につき 2,500 円 

原動機付自転車 1 台につき 4,000 円  

※1台当たりの撤去費用＝（撤去・返還業務費の合計額）÷撤去台数 
 により算出 

出典（全国）：駅周辺における放置自転車等の実態調査の集計結果（国土交通省 HP） 
※放置台数は、ある平日一日に放置された自転車の台数 

（単位：台） （単位：万台） 

※令和 4年 3月末時点 
 撤去台数は令和 3年度実績 
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